
について知っていますか？

子供を産み育てたいと望んでいるものの、様々な
事情によりすぐには難しい方にとって、卵子凍結は
将来の妊娠に備える選択肢の一つです。近年、
企業の中には、ライフプランとキャリア形成の両立
に悩む女性従業員のため、卵子凍結に関する制度
を整備する動きが出てきました。
女性従業員のライフ・キャリアプラン形成につい
て、社内で学ぶ機会を作ってみませんか？

※先着順です。
　交付申請受付期間中であっても、申請数が予定社数に達した際には受付を締め切らせていただきますので、申請前に必ず、東京都
産業労働局雇用就業部ホームページ「TOKYO はたらくネット」（裏面参照）で受付が終了していないかご確認ください。

※審査の関係上、交付申請提出書類は、遅くとも、助成事業実施期間の開始日の1か月前には提出してください。
　申請書類に不備があった場合など、助成事業実施期間の開始前に交付決定が受けられず、助成対象外となることもありますので、助成
事業実施期間の開始までに余裕をもってご提出いただきますようお願いいたします。

卵子凍結に関する知識・情報の提供を含む女性従業員
のライフ・キャリア形成をテーマとしたセミナーを、都内
企業が自主的に実施した場合に助成金を支給します。

働く女性のライフ・キャリアプラン応援事業

助成金の概要

自主セミナー助成金のご案内
令和6年度

研修に使える

卵子凍結の資料も

お渡しします！

予定社数

都内企業等100社　※大企業を含みます。

助成金交付額

4万円（定額）

申請回数

1企業等につき同一年度に1回まで

申請受付期間

事業の主な流れ

令和6年5月9日（木）～令和7年2月7日（金）　※消印有効
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※　　　　　　は申請企業が実施する部分です。　※審査の結果、不交付決定や助成金が支給されない場合があります。

卵子凍結



交付申請時に設定した助成事業実施期間内※に実施するセミナーであること

制作：令和 6年 7月

<公正採用選考について>
東京都では、就職の機会均等を確保するために、本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を実施するよう
事業主の皆様のご理解とご協力をお願いしています。
詳細は、https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/kosei/ をご覧ください。

助成事業の取組内容

助成事業実施期間

助成事業実施期間内に、以下1～5の条件をすべて満たすセミナーを実施していただきます。

助成事業実施期間は、申請企業が、事業開始日及び事業終了日を設定した期間を指します。
ただし、助成事業実施期間の事業開始日及び事業終了日は、以下の期間内で設定してください。

申請方法

郵送又は電子申請（Jグランツ）

募集要項・様式ダウンロードはこちら

東京都産業労働局雇用就業部ホームページ「TOKYOはたらくネット」からダウンロードできます。

お問合せ先
東京都労働相談情報センター事業普及課（はたらく女性スクエア開設準備室）
自主セミナー助成事業担当

1
※令和6年6月10日（月）～令和7年3月14日（金）内であること

セミナーの全部又は一部のパートを外部講師に依頼して実施するセミナーであること3
※以下は「外部」には含まれません。

※上記とは異なる問合せ先に変更する予定です。詳細は、決まり次第「TOKYOはたらくネット」に掲載します。

※詳細は「TOKYO はたらくネット」をご確認ください。

都内に勤務する従業員を対象としたセミナーであること（オンライン可）

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/josei/katsuyaku/lifecp/

5

女性従業員のライフ・キャリアプラン形成（女性のキャリアパス、ダイバーシティの推進、ライフ・
ワーク・バランス、アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）、プレコンセプションケア等）を
テーマとしたセミナーであること

2

親会社、子会社、グループ企業等関連会社（資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族（三親等以内。以下同様）
が経営する会社等）、代表者又は役員が経営する会社、役員の親族が経営する会社、代表者の親族（個人）、役員の親族（個人）

セミナー内に卵子凍結に関する知識・情報を提供するパートを設けること※
また、当該パートは東京都が提供する資料を使用して実施すること

4

※当該パートの説明者は、外部講師ではなく、従業員が説明する場合も可とします。ただし、従業員が説明
する場合は、「働く女性のライフ・キャリアプラン応援シンポジウム」及び「働く女性のライフ・キャリアプ
ラン応援セミナー」（令和6年8月下旬以降順次実施）を受講した上で説明を行うことを推奨します。
　本シンポジウム及びセミナーの詳細は、「令和6年度働く女性のライフ・キャリアプラン応援事務局」
（https://woman-lifecp.metro.tokyo.lg.jp/）をご確認ください。 

令和6年6月10日（月）～令和7年3月14日（金）

電話番号 03-6431-8192 9時～17時（土日祝日及び12月29日～1月3日を除く。）(直通)

https://woman-lifecp.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/josei/katsuyaku/lifecp/
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/kosei/

